
２６福保子保第２９８３号  

  平成２７年３月２７日  

 

各区市町村保育主管課長 殿 

 

東京都福祉保健局少子社会対策部     

保育支援課長  西尾 寿一  

( 公 印 省 略 )  

 

特定教育・保育施設等における事故の報告について（依頼） 

 

 

 保育施設における事故防止及び安全の確保については、従前から万全を期すようお願いしてきた

ところです。 

 標記の件につきまして、内閣府、文部科学省及び厚生労働省より別紙のとおり、通知がありまし

た。貴職におかれましては、報告対象となる施設・事業において死亡事故や重篤な事故等が発生し

た場合には、平成２７年４月１日より、東京都への報告をお願いします。（別紙１参照） 

また、貴管内における報告対象となる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者への周知方

よろしくお願いいたします。 

 認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業については、東京都から施設設置者宛て周知い

たします。 

なお、平成２２年３月１６日付２１福保子保第１６３４号「保育施設における事故の報告につい

て（依頼）」については廃止します。 

                  



別紙１

福祉保健局 生活文化局 教育庁

保育所 ○

公立幼稚園 ○

私立幼稚園 ○

幼保連携型認定こども園 ○

幼稚園型認定こども園 ○

保育所型認定こども園 ○

地方裁量型認定こども園 ○

小規模保育事業 ○

家庭的保育事業 ○

居宅訪問型保育事業 ○

事業所内保育事業 ○

幼稚園（公立・私立）で実施する場合 ○

上記以外で実施する場合 ○

○東京都福祉保健局少子社会対策部保育支援課

○東京都生活文化局私学部私学行政課

○東京都教育庁地域教育支援部義務教育課

電話　 ０３－５３２０－６７５２（直通）　５３－２６２（内線）

ＦＡＸ　 ０３－５３８８－１７３４（直通）

メールアドレス：S8000810@section.metro.tokyo.jp

ＦＡＸ　 ０３－５３８８－１３３６（直通）

メールアドレス：S0000036@section.metro.tokyo.jp>

特定教育・保育施設等における事故報告　東京都報告先

電話　 ０３－５３２０－４１２８（直通）　３２－７８１（内線）

メールアドレス：S0000196@section.metro.tokyo.jp

ＦＡＸ　 ０３－５３８８－１４０６（直通）

電話　 ０３－５３８８－３１９３　（直通）　２９－７３５（内線）

特定地域型保育事業

都の報告先
報告対象となる施設・事業

地域子ども・子育て支援事業
（一時預かり事業）

地域子ども・子育て支援事業　（延長保育事業、病児保育事業） ○

特定教育・保育施設


